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ロ
ン
ド
ン
地
区
の
日
系
事
業
会
社
の
金
融
拠
点
（
注

1
）が
約
二
〇
社
集
ま
る
「
ロ
ン
ド
ン
F
C
会
」
と
い
う
親

睦
会
が
あ
る
。
金
融
子
会
社
と
統
括
機
能
や
販
売
機
能

等
を
兼
ね
た
会
社
で
は
規
模
感
が
異
な
る
面
も
あ
る
が
、

グ
ル
ー
プ
金
融
へ
携
わ
っ
て
い
る
社
員
数
は
出
向
者
で
三

名
以
内
、
ト
ー
タ
ル
人
員
で
五
名
前
後
が
平
均
で
、
出
向

者
の
在
英
勤
続
年
数
は
五
年
以
内
が
九
〇
％
と
各
社
大

き
な
差
は
な
い
。
人
員
の
効
率
的
配
置
・
統
括
機
能
強

化
の
観
点
か
ら
、
出
向
者
は
金
融
拠
点
と
統
括
会
社
と

を
兼
務
さ
せ
、
I
T
・
総
務
分
野
等
は
統
括
会
社
へ
ア
ウ

ト
ソ
ー
ス
さ
せ
て
い
く
傾
向
に
あ
る
。

今
年
三
月
の
会
合
で
日
系
金
融
拠
点
の
活
動
状
況
概

略
と
課
題
に
つ
い
て
意
見
交
換
・
議
論
し
た
内
容
（
注
2
）

に
つ
い
て
本
稿
で
ご
報
告
し
た
い
。

金
融
拠
点
の
主
要
業
務
は
、
グ
ル
ー
プ
内
資
金
の
集

中
と
融
資
で
あ
ろ
う
。
会
合
で
見
る
限
り
、
預
り
金
と

融
資
の
両
方
が
グ
ル
ー
プ
内
で
相
殺
で
き
て
い
る
部
分

は
、
概
ね
二
〜
三
億
米
ド
ル
で
あ
っ
た
。
欧
州
で
の
プ
ー

リ
ン
グ
は
、
E
U
加
盟
国
の
増
加
も
あ
り
、
ク
ロ
ス
ボ
ー

ダ
ー
で
多
通
貨
を
ゼ
ロ
バ
ラ
ン
ス
で
き
る
と
い
う
意
味
で

は
世
界
で
最
も
進
ん
で
い
る
と
言
え
る
よ
う
だ
。
日
本

や
米
国
に
お
け
る
プ
ー
リ
ン
グ
は
一
国
一
通
貨
の
単
純

ス
キ
ー
ム
で
あ
る
し
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
プ
ー
リ
ン
グ
も

各
国
規
制
が
バ
ラ
バ
ラ
な
た
め
、
継
ぎ
接
ぎ
が
多
い
と
い

う
印
象
で
あ
る
。
会
合
に
参
加
し
た
一
六
社
の
う
ち
、

ユ
ー
ロ
、
英
ポ
ン
ド
、
米
ド
ル
三
通
貨
全
て
の
プ
ー
リ
ン

グ
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
て
い
る
の
は
三
社
で
、
三
通
貨
を

同
一
銀
行
シ
ス
テ
ム
で
運
用
し
て
い
る
の
は
一
社
に
限
ら

れ
た
。
同
一
銀
行
シ
ス
テ
ム
で
全
通
貨
を
運
用
す
る
の

が
効
率
的
で
は
あ
ろ
う
が
、
取
引
対
象
通
貨
と
各
銀
行

支
店
網
と
の
関
係
、
フ
ィ
ー
や
サ
ー
ビ
ス
の
レ
ベ
ル
を
考

慮
し
て
、
通
貨
単
位
に
シ
ス
テ
ム
構
築
し
て
い
る
会
社
が

多
い
。
し
か
し
、
ユ
ー
ザ
ー
サ
イ
ド
の
使
い
勝
手
を
考

え
れ
ば
、
せ
め
て
メ
ガ
バ
ン
ク
間
だ
け
で
も
マ
ル
チ
バ
ン

ク
機
能
を
提
供
す
る
シ
ス
テ
ム
が
で
き
な
い
も
の
だ
ろ

う
か
。
銀
行
間
の
連
携
を
加
速
し
て
マ
ル
チ
バ
ン
ク
化
し

よ
う
と
い
う
流
れ
は
現
状
で
は
見
ら
れ
な
い
。
銀
行
C

M
S
の
「
ス
タ
ー
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
」
が
必
要
で
は
な
か
ろ

う
か
。

な
お
、
各
社
と
も
キ
ャ
ッ
シ
ュ
プ
ー
リ
ン
グ
等
を
利
用

し
た
グ
ル
ー
プ
内
調
達
に
フ
ァ
ー
ス
ト
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ

を
置
い
て
お
り
、
内
部
調
達
不
足
分
を
外
部
調
達
で
ま

か
な
う
と
い
う
ス
キ
ー
ム
が
一
般
的
で
、
有
利
子
負
債

の
削
減
を
通
じ
て
D
／
E
レ
シ
オ
改
善
や
社
外
支
払
利

息
を
削
減
す
る
手
法
も
今
や
一
般
的
だ
。
E
M
T
N（
ユ

ー
ロ
M
T
N
・
注
3
）
を
持
つ
会
社
は
総
じ
て
E
M
T
N

が
外
部
資
金
調
達
の
主
体
で
、
そ
の
他
は
銀
行
借
入
主

体
だ
。
ユ
ー
ロ
C
P
を
持
つ
会
社
も
少
数
あ
る
が
、
使
い

勝
手
の
悪
さ
や
投
資
家
層
の
薄
さ
か
ら
か
、
活
用
状
況

は
極
め
て
低
調
な
よ
う
だ
。

ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ベ
ー
ス
の
資
金
ス
キ
ー
ム
に
つ
い
て

は
、
米
国
お
よ
び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
金
融
拠
点
を
構
え

て
い
る
事
例
が
六
社
と
最
も
多
か
っ
た
。
日
本
国
内
は
日

本
本
社
で
、
欧
州
内
は
オ
ラ
ン
ダ
・
英
国
で
、
米
国
内
は

米
国
で
管
理
す
る
と
い
う
地
域
分
担
制
が
一
般
的
で
、

求
め
ら
れ
る
銀
行
C
M
S
の
提
携

コーポレート・
ファイナンス
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英
国
金
融
拠
点
の
現
状
と
課
題
●
そ
の
一

ロ
ン
ド
ン
F
C
会
に
見
る

資
金
調
達
・
運
用
の
現
場

日
立
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ト
レ
ジ
ャ
リ
ー

リ
ミ
テ
ッ
ド

マ
ネ
ー
ジ
ン
グ
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー

二
〇
〇
六
年
度
ロ
ン
ド
ン
F
C
会
幹
事

末
田
武
寛



37●CFO FORUM

中
国
を
除
く
ア
ジ
ア
全
域
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
の
管
理
、

さ
ら
に
は
中
国
に
金
融
拠
点
（
財
務
公
司
）
を
設
立
す
る

と
こ
ろ
も
あ
る
。
一
拠
点
で
グ
ロ
ー
バ
ル
ベ
ー
ス
の
管
理

を
す
る
方
式
は
、
一
部
会
社
を
除
き
一
般
化
は
し
て
い

な
い
。

英
国
で
は
、
移
転
価
格
文
書
の
作
成
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
る
他
、
国
外
だ
け
で
な
く
国
内
関
係
者
と
の
取

引
も
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
文
書
化
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
グ

ル
ー
プ
内
取
引
の
プ
ラ
イ
ス（
ス
プ
レ
ッ
ド
）
が
独
立
第

三
者
取
引
と
基
本
的
に
同
じ
条
件
で
設
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
F
C
会
参
加
者
で
は

文
書
化
完
了
が
五
社
、
準
備
中
が
六
社
と
対
応
は
ま
ず

ま
ず
進
ん
で
い
る
よ
う
だ
。
二
〇
〇
五
年
に
は
過
小
資

本
税
制
も
移
転
価
格
税
制
の
一
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

借
入
金
額
が
独
立
の
第
三
者
か
ら
借
入
可
能
な
金
額
を

超
え
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
タ
ッ
ク
ス
メ
リ
ッ
ト
を
意

識
的
に
と
る
目
的
で
な
け
れ
ば
借
り
な
い
よ
う
な
金
額

を
借
り
て
い
な
い
か
を
証
明
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
D
／

E
レ
シ
オ
に
し
て
ど
こ
ま
で
の
水
準
が
許
さ
れ
る
の
か

と
い
っ
た
明
確
な
基
準
も
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
大
変

だ
。
他
の
欧
州
各
国
で
は
、
計
算
手
順
は
異
な
る
に
せ

よ
、
オ
ラ
ン
ダ（
三
対
一
）、
イ
タ
リ
ア（
四
対
一
）の
よ
う

な
目
安
倍
率
が
あ
る
の
だ
が
、
英
国
の
場
合
、
セ
ー
フ
ハ

ー
バ
ー
は
一
対
一
と
言
わ
れ
て
い
る
が
金
融
拠
点
に
は
無

意
味
な
比
率
で
あ
る
。
F
C
会
の
参
加
者
を
見
て
も
、

株
主
資
本
の
額
は
、
五
〜
一
〇
百
万
米
ド
ル
ゾ
ー
ン
に

多
く
の
会
社
が
集
中
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
金

融
拠
点
は
、
グ
ル
ー
プ
内
の
信
用
リ
ス
ク
フ
リ
ー
な
取
引

が
主
で
あ
り
、
少
な
い
資
本
で
効
率
的
に
経
営
を
行
っ
て

い
る
の
が
実
態
だ
か
ら
だ
。
税
務
当
局
へ
グ
ル
ー
プ
会
社

の
状
況
や
プ
ラ
イ
シ
ン
グ
の
状
況
を
説
明
し
て
事
前
確

認
と
い
う
「
お
墨
付
き
」
を
取
る
し
か
策
が
な
い
よ
う
で
、

日
系
金
融
拠
点
で
も
既
に
数
社
が
実
施
し
て
い
る
。「
お

墨
付
き
」の
有
効
期
間
は
三
〜
五
年
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

下
手
を
す
る
と
「
や
ぶ
へ
び
」
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
し
、

や
は
り
頭
の
痛
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
社
か
ら
増
資
で

も
し
ま
し
ょ
う
か
、
と
い
う
ほ
ど
余
裕
の
あ
る
会
社
も

な
い
よ
う
で
、
過
少
資
本
税
制
は
今
後
も
継
続
し
て
英

国
金
融
拠
点
の
重
要
課
題
の
一
つ
だ
。

源
泉
税
の
問
題
で
は
、
欧
州
内
で
は
ベ
ル
ギ
ー
・
イ
タ

リ
ア
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
欧
州
外
で
は
米
国
を
問
題
と
す
る

会
社
が
多
か
っ
た
。
米
国
で
は
、
英
・
米
の
租
税
条
約
上

は
源
泉
税
ゼ
ロ
で
あ
る
も
の
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
を
ク

リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
他
、
当
局
へ
の
事
前
確
認
が

必
要
だ
と
い
う
会
社
が
複
数
社
あ
っ
た
。
ベ
ル
ギ
ー
・
イ

タ
リ
ア
等
E
U
諸
国
に
関
し
て
言
え
ば
、
資
本
関
係
次

第
で
源
泉
税
が
課
税
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
免
除
さ

れ
る
場
合
も
あ
る
。
源
泉
税
に
か
か
る
E
U
指
令
が
あ

り
、
貸
手
も
し
く
は
借
手
の
い
ず
れ
か
一
方
が
他
方
の

二
五
％
以
上
の
株
式
も
し
く
は
議
決
権
を
持
つ
場
合
、

も
し
く
は
第
三
者
が
貸
手
・
借
手
双
方
の
二
五
％
以
上

の
株
式
も
し
く
は
議
決
権
を
持
つ
場
合
に
は
源
泉
税
が

免
除
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
E
U
の
ど
こ
か
の
国
に
持
株
会

社
が
あ
り
、
E
U
内
グ
ル
ー
プ
会
社
と
二
五
％
以
上
の
出

資
関
係
を
持
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
上
記
の
E
U
指

令
が
有
効
に
ワ
ー
ク
す
る
一
方
で
、
日
本
の
本
社
が
E

U
内
の
グ
ル
ー
プ
会
社
へ
直
接
出
資
し
て
い
る
よ
う
な
ケ

ー
ス
で
は
E
U
指
令
は
利
用
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
日

本
本
社
は
E
U
の
会
社
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

●

英
国
以
外
で
は
、
欧
州
の
金
融
拠
点
を
オ
ラ
ン
ダ
に

置
く
会
社
が
F
C
会
で
も
七
社
と
最
も
多
く
、
オ
ラ
ン

ダ
を
英
国
金
融
拠
点
お
よ
び
大
陸
全
体
へ
の
資
金
供
給

の
中
心
と
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
な
の
だ
が
、
オ

ラ
ン
ダ
の
二
〇
〇
七
年
度
税
制
改
正
案
で
は
、
日
本
の

タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
抵
触
す
る
二
五
％
以
下
に
引

き
下
げ
ら
れ
る
と
い
う
情
報
が
流
れ
て
大
き
な
騒
ぎ
に

な
っ
た
。
最
終
的
に
は
、
最
高
税
率
二
五
・
五
％
の
段

階
税
率
で
落
ち
着
い
た
が
、
オ
ラ
ン
ダ
以
外
の
国
へ
の
統

括
会
社
の
移
転
を
真
剣
に
検
討
し
た
会
社
も
少
な
く
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
二
五
％
で
タ
ッ

ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
だ
と
判
定
す
る
日
本
の
国
際
税
務
に
対
す

る
考
え
方
は
時
代
遅
れ
で
は
な
い
か
。
今
や
企
業
の
活

動
は
完
全
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
い
て
、「
税
金
が
低
い
か

ら
」
で
は
な
く
「
そ
こ
に
商
売
が
あ
る
か
ら
」
進
出
す
る

の
だ
し
、
税
率
に
し
て
も
オ
ラ
ン
ダ
が
不
当
に
低
い
の
で

は
な
く
、
日
本
が
高
す
ぎ
る
と
い
う
解
釈
の
方
が
妥
当

で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
注
1
）本
稿
で
は
日
系
事
業
会
社
の
海
外
子
会
社
で
グ
ル
ー

プ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
機
能
等
各
種
財
務
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
て
い
る
会
社
を
総
称
し
て
金
融
拠
点
と
呼
ぶ
。

（
注
2
）今
年
五
月
二
八
日
よ
り
現
職
に
就
任
す
る
以
前
、
日

立
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス（
U
K
）マ
ネ
ー
ジ
ン
グ
・
デ
ィ
レ
ク
タ

ー
と
し
て
参
加
し
た
も
の
。

（
注
3
）EU

D
irective

に
よ
り
E
M
T
N
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
に
無

用
な
混
乱
が
起
き
た
点
に
関
し
て
は
、
次
号
で
取
り

上
げ
る
予
定
で
あ
る
。

厳
格
化
す
る
移
転
価
格
税
制
へ
の
対
応
が
課
題


